
条 例

�愛媛県条例第１号
職員の自己啓発等休業に関する条例及び職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の自己啓発等休業に関する条例及び職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例

（職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正）

第１条 職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年愛媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（大学等教育施設）

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育施設は、次に掲げ

る教育施設とする。

� 省略

� 学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学校教育

に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法

律に特別の規定があるものであって同法第１０４条第７項第２号

の規定により大学又は大学院の課程に相当する教育を行うと認

められた課程を置く教育施設（自己啓発等休業をしようとする

（大学等教育施設）

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育施設は、次に掲げ

る教育施設とする。

� 省略

� 学校教育法第１条に規定する学校以外の教育施設で学校教育

に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法

律に特別の規定があるものであって同法第１０４条第４項第２号

の規定により大学又は大学院の課程に相当する教育を行うと認

められた課程を置く教育施設（自己啓発等休業をしようとする
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（職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例の一部改正）

第２条 職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例（平成１９年愛媛県条例第６０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２号
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３号
知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２ この条例において「大学院等派遣研修」とは、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）に基づく大学の大学院の課程（同法第１０４条

第７項第２号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うも

のとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大

学（これに準ずる教育施設を含む。）の課程に在学してその課程

を履修する研修であって、地方公務員法第３９条の規定に基づき、

職員の同意を得て、県が実施するもののうち、その内容及び実施

形態を考慮して人事委員会規則で定めるものをいう。

３・４ 省略

（定義）

第２条 省略

２ この条例において「大学院等派遣研修」とは、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）に基づく大学の大学院の課程（同法第１０４条

第４項第２号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うも

のとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大

学（これに準ずる教育施設を含む。）の課程に在学してその課程

を履修する研修であって、地方公務員法第３９条の規定に基づき、

職員の同意を得て、県が実施するもののうち、その内容及び実施

形態を考慮して人事委員会規則で定めるものをいう。

３・４ 省略

職員が当該課程を履修する場合に限る。）

�・� 省略

職員が当該課程を履修する場合に限る。）

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

（夜間看護手当）

第４６条 前条に規定する手当の額は、その勤務１回につき３，５５０円

を超えて支給してはならない。

２ 省略

（夜間看護手当）

第４６条 前条に規定する手当の額は、その勤務１回につき３，３００円

を超えて支給してはならない。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成３１年３月３１日限り、その効力を失う。

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布するものとする。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～１０４ 省略 １～１０４ 省略

１０４の２ 介 護 保 険

法（平成９年法律

第１２３号）第６９条

の２第１項の規定

に基づく介護支援

専門員実務研修受

講試験の問題の作

成及び合格の基準

の設定

介護支援

専門員実

務研修受

講試験手

数料（試

験問題作

成事務手

数料）

１，８００円 １０４の２ 介 護 保 険

法（平成９年法律

第１２３号）第６９条

の２第１項の規定

に基づく介護支援

専門員実務研修受

講試験の問題の作

成及び合格の基準

の設定

介護支援

専門員実

務研修受

講試験手

数料（試

験問題作

成事務手

数料）

７００円

１０４の３ 介 護 保 険

法第６９条の２第１

項の規定に基づく

介護支援専門員実

務研修受講試験の

実施

介護支援

専門員実

務研修受

講試験手

数料（試

験実施事

務 手 数

料）

９，２００円 １０４の３ 介 護 保 険

法第６９条の２第１

項の規定に基づく

介護支援専門員実

務研修受講試験の

実施

介護支援

専門員実

務研修受

講試験手

数料（試

験実施事

務 手 数

料）

８，０００円

１０４の４ 介 護 保 険

法第６９条の２第１

項の規定に基づく

介護支援専門員実

務研修の実施

介護支援

専門員実

務研修受

講手数料

５８，０００円 １０４の４ 介 護 保 険

法第６９条の２第１

項の規定に基づく

介護支援専門員実

務研修の実施

介護支援

専門員実

務研修受

講手数料

５５，０００円

１０４の５～１０４の９

省略

１０４の５～１０４の９

省略

１０４の１０ 介 護 保 険

法第６９条の８第２

項の規定に基づく

介護支援専門員更

新研修の実施

介護支援

専門員更

新研修受

講手数料

� 省略

� 介護支援専門員証の有効

期間中に、介護支援専門員

の業務に従事しているか又

は従事していた経験を有す

る者に対する更新研修

６８，０００円（介護支援専門員

証の有効期間の更新が２回

目以降の場合にあっては、

２５，０００円）

１０４の１０ 介 護 保 険

法第６９条の８第２

項の規定に基づく

介護支援専門員更

新研修の実施

介護支援

専門員更

新研修受

講手数料

� 省略

� 介護支援専門員証の有効

期間中に、介護支援専門員

の業務に従事しているか又

は従事していた経験を有す

る者に対する更新研修

６５，０００円（介護支援専門員

証の有効期間の更新が２回

目以降の場合にあっては、

２５，０００円）

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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１０５～１１３ 省略 １０５～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３・４ 省略

５ 土木関係事務手数料

３・４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名称 金 額 事 務 名称 金 額

１～２１ 省略 １～２１ 省略

２２ 建築基準法第４８条第

１項ただし書、第２項

ただし書、第３項ただ

し 書、第４項 た だ し

書、第５項ただし書、

第６項ただし書、第７

項ただし書、第８項た

だし書、第９項ただし

書、第１０項ただし書、

第１１項ただし書、第１２

項ただし書、第１３項た

だし書又は第１４項ただ

し書（これらの規定を

同法第８７条第２項若し

くは第３項又は第８８条

第２項において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく建築等の許

可の申請に対する審査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

１９９，０００円（建築基準法第

４８条第１６項第１号に該当す

る場合にあっては１３２，０００

円、同項第２号に該当する

場 合 に あ っ て は１６９，０００

円）

２２ 建築基準法第４８条第

１項ただし書、第２項

ただし書、第３項ただ

し 書、第４項 た だ し

書、第５項ただし書、

第６項ただし書、第７

項ただし書、第８項た

だし書、第９項ただし

書、第１０項ただし書、

第１１項ただし書、第１２

項ただし書、第１３項た

だし書又は第１４項ただ

し書（

同法第８７条第２項若し

くは第３項又は第８８条

第２項において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく建築等の許

可の申請に対する審査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

１９９，０００円

２３・２４ 省略 ２３・２４ 省略

２４の２ 建築基準法第５３

条第４項又は第５項の

規定に基づく建築物の

建蔽率に関する特例の

許可の申請に対する審

査

省略 ２４の２ 建築基準法第５３

条第４項 の

規定に基づく建築物の

建蔽率に関する特例の

許可の申請に対する審

査

省略

２５～４６ 省略 ２５～４６ 省略

４６の２ 建築基準法第８６

条の８第１項又は第８７

条の２第１項の規定に

基づく工事の全体計画

の認定の申請に対する

審査

省略 ４６の２ 建築基準法第８６

条の８第１項

の規定に

基づく工事の全体計画

の認定の申請に対する

審査

省略

４６の３ 建築基準法第８６

条の８第３項（同法第

８７条の２第２項におい

て準用する場合を含

む。）の規定に基づく

工事の全体計画の変更

の認定の申請に対する

審査

省略 ４６の３ 建築基準法第８６

条の８第３項

の規定に基づく

工事の全体計画の変更

の認定の申請に対する

審査

省略

４６の４ 建築基準法第８７

条の３第５項の規定に

基づく建築物の用途を

建築物

用途変

更興行

１３５，０００円

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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変更して興行場等とし

て使用することの許可

の申請に対する審査

場等使

用許可

申請手

数料

４６の５ 建築基準法第８７

条の３第６項の規定に

基づく建築物の用途を

変更して特別興行場等

として使用することの

許可の申請に対する審

査

建築物

用途変

更特別

興行場

等使用

許可申

請手数

料

１８１，０００円

４６の６ 省略 ４６の４ 省略

４７～１０１の１４ 省略 ４７～１０１の１４ 省略

１０１の１５ 所有者不明土

地の利用の円滑化等に

関する特別措置法（平

成３０年法律第４９号）第

１０条第１項、第１９条第

１項、第２７条第１項又

は第３７条第１項の規定

に基づく裁定の申請に

対する審査

裁定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

� 損失の補償金の見積額

が１００，０００円以下の場合

２７，０００円

� 損失の補償金の見積額

が１００，０００円 を 超 え１，００

０，０００円以下の場合 ２７，

０００円に損失の補償金の

見積額の１００，０００円を超

える部分が５０，０００円に達

するごとに２，７００円を加

えた金額

� 損失の補償金の見積額

が１，０００，０００円を超え５，０

００，０００円以下の場合 ７

５，６００円に損失の補償金

の見積額の１，０００，０００円

を超える部分が１００，０００

円に達するごとに３，４００

円を加えた金額

� 損失の補償金の見積額

が５，０００，０００円を超え２０，

０００，０００円以下の場合 ２

１１，６００円に損失の補償金

の見積額の５，０００，０００円

を超える部分が１，０００，００

０円に達するごとに３，５００

円を加えた金額

� 損失の補償金の見積額

が２０，０００，０００円を超え１０

０，０００，０００円以下の場合

２６４，１００円に損失の補

償金の見積額の２０，０００，０

００円を超える部分が４，００

０，０００円に達するごとに

４，８００円を加えた金額
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附 則

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

� 別表２の表１０４の２の項から１０４の４の項まで及び１０４の１０の項の改正規定 平成３１年４月１日

� 別表５の表１０１の１４の項の次に次のように加える改正規定 平成３１年６月１日

�愛媛県条例第５号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 損失の補償金の見積額

が１００，０００，０００円を超え

る場合 ３６０，１００円

１０２ 省略 １０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市町 事 務 市町

１～５３ 省略 １～５３ 省略

５４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法

律第１３７号。以下この項において「法」という。）及

び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に

掲げるもの

� 法第２０条の２第１項の規定に基づく廃棄物再生

事業者の登録

に関する事務

� 省略

� 政令第２０条及び第２１条の規定に基づく届出の受

理 に関

する事務

� 政令第２２条の規定に基づく登録廃棄物再生事業

者の登録の取消しに関する事務

� 前各号に掲げるもののほか、法の施行のための

規則に基づく事務であって規則で定めるもの

松山

市

５４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法

律第１３７号。以下この項において「法」という。）及

び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に

掲げるもの

� 法第２０条の２第１項の規定に基づく廃棄物再生

事業者の登録の申請の受理及び当該申請に係る申

請書の知事への送付に関する事務

� 省略

� 政令第２０条及び第２１条の規定に基づく届出の受

付及び当該届出に係る届出書の知事への送付に関

する事務

� 前３号に掲げるもののほか、法の施行のための

規則に基づく事務であって規則で定めるもの

保健

所を

設置

する

市

５５～５９の４ 省略 ５５～５９の４ 省略

５９の５ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号。以下この項において「法」という。）に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条第１０項の規定に基づく同条第１項又は

第３項の認定に係る申請書の写しの受理に関する

事務

� 法第３条第１２項の規定に基づく設置した幼保連

携型認定こども園以外の認定こども園に係る事項

を記載した書類の受理に関する事務

松山

市

５９の５ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号。以下この項において「法」という。）に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく幼稚園又は保育

所等に係る認定に関する事務

� 法第３条第３項の規定に基づく連携施設に係る

認定に関する事務

松山

市
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� 省略

� 省略

� 法第２８条の規定に基づく教育保育概要等の周知

に関する事務（松山市長がした法第３条第１項又

は第３項の認定、同条第１１項の公示及び

法第１７条第１項の認可に

係る施設並びに松山市が設置した幼保連携型認定

こども園（以下この項において「市長認定等施

設」という。）に係るものに限る。）

� 法第２９条第２項の規定に基づく周知事項の

変更の届出に係る書類の写しの受理に関する事務

� 法第２９条第３項の規定に基づく周知事項の

変更に係る事項を記載した書類の受理に関する事

務

� 法第２９条第４項の規定に基づく変更に係る事項

の周知に関する事務（市長認定等施設

に係るもの

に限る。）

� 法第３０条第２項の規定に基づく報告に係る

書類の写しの受理に関する事務

� 法第３条第９項の規定に基づく同条第１項又は

第３項の認定をしない旨及び理由の通知に関する

事務

� 法第３条第１１項の規定に基づく公示に関する事

務（松山市が設置する施設に係るものに限る。）

� 法第７条第１項の規定に基づく法第３条第１項

又は第３項の認定の取消しに関する事務

� 法第７条第２項の規定に基づく法第３条第１項

又は第３項の認定を取り消した旨の公表に関する

事務

� 法第７条第３項の規定に基づく公示の取消し及

びその旨の公示に関する事務（松山市が設置する

施設に係るものに限る。）

� 法第８条第１項の規定に基づく関係機関への協

議に関する事務

�の２ 省略

�の３ 省略

� 法第２８条の規定に基づく教育保育概要等の周知

に関する事務（松山市長がした法第３条第１項又

は第３項の認定及び同条第１１項の規定に基づく公

示に 係 る 施 設（以 下「市 長 認 定 等 施 設」と い

う。）、松山市長がした法第１７条第１項の認可に

係る施設並びに松山市が設置した幼保連携型認定

こども園

に係るものに限る。）

� 法第２９条第１項の規定に基づく周知事項の変更

の届出の受理に関する事務（市長認定等施設に係

るものに限る。）

�の２ 法第２９条第２項の規定に基づく周知事項の

変更の届出に係る書類の写しの受理に関する事務

（松山市長がした法第１７条第１項の認可に係る施

設に係るものに限る。）

�の３ 法第２９条第３項の規定に基づく周知事項の

変更に係る事項を記載した書類の受理に関する事

務（松山市が設置した幼保連携型認定こども園に

係るものに限る。）

	 法第２９条第４項の規定に基づく変更に係る事項

の周知に関する事務（市長認定等施設、松山市長

がした法第１７条第１項の認可に係る施設及び松山

市が設置した幼保連携型認定こども園に係るもの

に限る。）


 法第３０条第１項の規定に基づく報告の受理に関

する事務（市長認定等施設に係るものに限る。）


の２ 法第３０条第２項の規定に基づく報告に係る

書類の写しの受理に関する事務（松山市長がした

法第１７条第１項の認可に係る施設に係るものに限

る。）

� 法第３０条第３項の規定に基づく報告の徴収に関

する事務（市長認定等施設に係るものに限る。）

５９の６～６２ 省略 ５９の６～６２ 省略
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附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第６号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第７号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

第１条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例（平成１９年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第２条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成３５年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４とする。

附 則

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４とする。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である法人（知事が

定めるものに限る。）であって平成３１年４月１日から平成３４年３

月３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障害者数が平成３０年

４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始する最後の事業年

度（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数（基準事業

年度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超え

るものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛県県

税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」

という。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これ

らの規定に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金

額とする。

２～４ 省略

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である法人（知事が

定めるものに限る。）であって平成２８年４月１日から平成３１年３

月３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障害者数が平成２７年

４月１日から平成２８年３月３１日までの間に開始する最後の事業年

度（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数（基準事業

年度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超え

るものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛県県

税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」

という。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これ

らの規定に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金

額とする。

２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第３条 省略

２ 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である個人（知事が定め

るものに限る。）であって平成３２年１月１日から平成３４年１２月３１

（事業税の不均一課税）

第３条 省略

２ 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である個人（知事が定め

るものに限る。）であって平成２９年１月１日から平成３１年１２月３１
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定及び附則第３項の規定は、平成３２年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正前の愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例第３条第１項に規定する要件に該当する法人

に対する平成３１年４月１日前に開始した事業年度に係る法人の事業税の不均一課税については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正前の愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例第３条第２項に規定する要件に該当する個人

に対する平成３２年度分までの個人の事業税の不均一課税については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第８号
愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 愛媛県住宅供給公社（以下「公社」という。）が保有する公文書の公開その他改正前の愛媛県情報公開条例（以下「旧条例」とい

う。）の規定に基づく事務については、公社の清算が結了するまでの間は、なお従前の例による。

３ 改正後の愛媛県情報公開条例第２章の規定は、愛媛県公文書の管理に関する条例（平成３０年愛媛県条例第３４号）附則第４項の規定に基

づき知事が公社から引き継いだ公文書のうち、平成１４年３月３１日以前に公社の役員及び職員が作成し、又は取得したものについては、適

用しない。

４ 公社の清算が結了した際現に公社に対してされている旧条例第５条の規定による公文書の公開請求については、知事に対してされてい

る改正後の愛媛県情報公開条例第５条の規定による公文書の公開請求とみなす。

５ 公社の清算が結了した際現に行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定に基づき公社がした旧条例第１１条各項の規定による決定又

は公社に対する旧条例第５条の規定による公文書の公開請求に係る不作為に対してされている審査請求については、知事に対してされて

いる審査請求とみなす。

�愛媛県条例第９号
愛媛県公害防止条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

日までの各年の雇用障害者数が平成３１年１月１日から同年１２月３１

日までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準

年を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を超える

ものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の

４の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を乗じて

得た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

日までの各年の雇用障害者数が平成２８年１月１日から同年１２月３１

日までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準

年を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を超える

ものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の

４の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を乗じて

得た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機

関、県が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。以下同じ。） 及び愛媛県土地開

発公社（以下「公社」という。）をいう。

�～� 省略

２ 省略

（定義）

第２条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機

関、県が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）並びに愛媛県住宅供給公社及び愛媛県土地開

発公社（以下「公社」という。）をいう。

�～� 省略

２ 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公害防止条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

（愛媛県公害防止条例の一部改正）

第１条 愛媛県公害防止条例（昭和４４年愛媛県条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～５ 省略

６ その他の手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１～５ 省略

６ その他の手数料

事 務 名称 金 額 事 務 名称 金 額

１ 政治資

金規正法

（昭和２３

年法律第

１９４号）

第１９条の

１６第１項

の規定に

基づく少

額領収書

等の写し

に係る写

しの交付

少額

領収

書等

の写

しの

交付

手数

料

次に掲げる写しの交付の方法の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

� 少額領収書等の写しをスキャナにより

読み取ってできた電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

た記録をいう。以下この項及び２の項に

おいて同じ。）をフレキシブルディスク

カートリッジ（日本産業規格Ｘ６２２３に適

合する幅９０ミリメートルのものに限る。

２の項において同じ。）に複写したもの

の交付 フレキシブルディスクカートリ

ッジ１枚につき３０円に少額領収書等の写

し１枚（少額領収書等の写しが用紙の両

面に複写されている場合にあっては、片

面を１枚とする。以下この項において同

じ。）ごとに１０円を加えた額

１ 政治資

金規正法

（昭和２３

年法律第

１９４号）

第１９条の

１６第１項

の規定に

基づく少

額領収書

等の写し

に係る写

しの交付

少額

領収

書等

の写

しの

交付

手数

料

次に掲げる写しの交付の方法の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

� 少額領収書等の写しをスキャナにより

読み取ってできた電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られ

た記録をいう。以下この項及び２の項に

おいて同じ。）をフレキシブルディスク

カートリッジ（日本工業規格Ｘ６２２３に適

合する幅９０ミリメートルのものに限る。

２の項において同じ。）に複写したもの

の交付 フレキシブルディスクカートリ

ッジ１枚につき３０円に少額領収書等の写

し１枚（少額領収書等の写しが用紙の両

面に複写されている場合にあっては、片

面を１枚とする。以下この項において同

じ。）ごとに１０円を加えた額

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１５条関係） 別表第１（第１５条関係）

省略 省略

備考

１ この表の許容限度欄に掲げる量は、１の項に掲げるも

のにあつては日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ

０１０６に定める方法により測定される量として、２の項に

掲げるものにあつては規格Ｋ０１０７に定める方法により測

定される量として、３の項に掲げるものにあつては規格
ふつ

Ｋ０１０５に定める方法により弗素として測定される量とし

て、それぞれ表示されたものとし、当該量には、すすの

掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される同表大

気汚染防止法第２条第１項第３号に規定する物質の欄に

掲げる物質（以下「物質」という。１時間につき合計６

分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は、

含まれないものとする。

２ 省略

備考

１ この表の許容限度欄に掲げる量は、１の項に掲げるも

のにあつては日本工業規格（以下「規格」という。）Ｋ

０１０６に定める方法により測定される量として、２の項に

掲げるものにあつては規格Ｋ０１０７に定める方法により測

定される量として、３の項に掲げるものにあつては規格
ふつ

Ｋ０１０５に定める方法により弗素として測定される量とし

て、それぞれ表示されたものとし、当該量には、すすの

掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される同表大

気汚染防止法第２条第１項第３号に規定する物質の欄に

掲げる物質（以下「物質」という。１時間につき合計６

分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は、

含まれないものとする。

２ 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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附 則

この条例は、平成３１年７月１日から施行する。

�愛媛県条例第１０号
愛媛県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例（平成２５年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 少額領収書等の写しをスキャナにより

読み取ってできた電磁的記録を光ディス

ク（日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生することが可能なも

のに限る。）に複写したものの交付 光

ディスク１枚につき６０円に少額領収書等

の写し１枚ごとに１０円を加えた額

� 少額領収書等の写しをスキャナにより

読み取ってできた電磁的記録を光ディス

ク（日本産業規格Ｘ６２４１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの再生装

置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付 光ディス

ク１枚につき７０円に少額領収書等の写し

１枚ごとに１０円を加えた額

� 少額領収書等の写しをスキャナにより

読み取ってできた電磁的記録を光ディス

ク（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生することが可能なも

のに限る。）に複写したものの交付 光

ディスク１枚につき６０円に少額領収書等

の写し１枚ごとに１０円を加えた額

� 少額領収書等の写しをスキャナにより

読み取ってできた電磁的記録を光ディス

ク（日本工業規格Ｘ６２４１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの再生装

置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付 光ディス

ク１枚につき７０円に少額領収書等の写し

１枚ごとに１０円を加えた額

２ 政治資

金規正法

第２０条の

２第２項

の規定に

基づく収

支報告書

等の写し

の交付

収支

報告

書等

の写

しの

交付

手数

料

次に掲げる写しの交付の方法の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 収支報告書等をスキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を光ディスク（日

本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する

直径１２０ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付 光ディス

ク１枚につき６０円に収支報告書等１枚ご

とに１０円を加えた額

� 収支報告書等をスキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を光ディスク（日

本産業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再

生することが可能なものに限る。）に複

写したものの交付 光ディスク１枚につ

き７０円に収支報告書等１枚ごとに１０円を

加えた額

２ 政治資

金規正法

第２０条の

２第２項

の規定に

基づく収

支報告書

等の写し

の交付

収支

報告

書等

の写

しの

交付

手数

料

次に掲げる写しの交付の方法の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 収支報告書等をスキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を光ディスク（日

本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する

直径１２０ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付 光ディス

ク１枚につき６０円に収支報告書等１枚ご

とに１０円を加えた額

� 収支報告書等をスキャナにより読み取

ってできた電磁的記録を光ディスク（日

本工業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再

生することが可能なものに限る。）に複

写したものの交付 光ディスク１枚につ

き７０円に収支報告書等１枚ごとに１０円を

加えた額

３～６６ 省

略

３～６６ 省

略

備考 省略 備考 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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附 則

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者

であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の愛媛県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例本則第９号の規定

の適用については、同項の第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選

択したものとみなす。

�愛媛県条例第１１号
愛媛県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例

愛媛県地域環境保全基金条例（平成２年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３４条第１項において準用する

同法第１９条第３項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該

当する者であることとする。

�・� 省略

� 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課

程を含む。）又は高等専門学校において土木科又はこれに相当

する課程を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した後）、２年６箇月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者

� 省略

� 第１号、第３号又は前号に規定する学校において土木工学以

外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又は

これらに相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、第１号に

規定する学校を卒業した者にあっては２年以上、第３号に規定

する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した者）にあっては３年以上、前号に規定する学

校を卒業した者にあっては４年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者

� 第１号、第３号又は第４号に規定する学校において工学、理

学、農学、医学及び 薬学に関する学科目並びにこれらに相

当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後（学校教育法に

よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、第１号

に規定する学校を卒業した者にあっては２年６箇月以上、第３

号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した者）にあっては３年６箇月以上、第

４号に規定する学校を卒業した者にあっては４年６箇月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

�・� 省略

	 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の第二次試験

のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び

工業用水道 を選択した者に限る。）であって、６

箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するも

の


・� 省略

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３４条第１項において準用する

同法第１９条第３項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該

当する者であることとする。

�・� 省略

� 学校教育法による短期大学

又は高等専門学校において土木科又はこれに相当

する課程を修めて卒業した後

、２年６箇月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者

� 省略

� 第１号、第３号又は前号に規定する学校において土木工学以

外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又は

これらに相当する学科目を修めて卒業した後

、第１号に

規定する学校を卒業した者にあっては２年以上、第３号に規定

する学校を卒業した者

にあっては３年以上、前号に規定する学

校を卒業した者にあっては４年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者

� 第１号、第３号又は第４号に規定する学校において工学、理

学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又は これらに相

当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後

、第１号

に規定する学校を卒業した者にあっては２年６箇月以上、第３

号に規定する学校を卒業した者

にあっては３年６箇月以上、第

４号に規定する学校を卒業した者にあっては４年６箇月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

�・� 省略

	 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の第二次試験

のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び

工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。）であって、６

箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するも

の


・� 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１２号
愛媛県医師確保奨学基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県医師確保奨学基金条例の一部を改正する条例

愛媛県医師確保奨学基金条例（平成１８年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第４条 省略

（処分）

第５条 知事は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費

に充てるため特に必要があると認めるときに限り、予算の定める

ところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分すること

ができる。

２ 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、処分額

に相当する額が減少するものとする。

第６条 省略

第７条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

改 正 後 改 正 前

（奨学金の貸与）

第３条 基金は、将来県内の医療機関等（知事が指定するものに限

る。）において医師としての業務に従事しようとする学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（同法第９７条に規

定する大学院を除く。）の医学を履修する課程に在学する者、医

師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項の規定による臨

床研修を受けている者及び当該臨床研修の修了後に行う専門的な

臨床研修等を受けている者であって規則で定めるものに対し、奨

学金を貸与するものとする。

（返還の債務の当然免除）

第５条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、奨学金の返還の債務の全部を免

除するものとする。

� 第３条 に規定する医療機関等の医

師としての業務（以下「業務」という。）に従事した期間の年

数（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。）が、奨学金の貸与を受けた期間の年数

（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを１年と

する。）に達したとき。

� 省略

（奨学金の貸与）

第３条 基金は、次に掲げる者に対し、奨学金を貸与するものとす

る。

� 将来県内のへき地の医療機関等（知事が指定するものに限

る。）において医師としての業務に従事しようとする学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（同法第９７条

に規定する大学院を除く。）の医学を履修する課程に在学する

者（以下「医学生」という。）及び医師法（昭和２３年法律第

２０１号）第１６条の２第１項の規定による臨床研修（以下「初期

臨床研修」という。）を受けている者であって規則で定めるも

の

� 将来県内の医療機関等（知事が指定するものに限る。）にお

いて医師としての業務に従事しようとする医学生、初期臨床研

修を受けている者及び初期臨床研修の修了後に行う専門的な臨

床研修等を受けている者であって規則で定めるもの

（返還の債務の当然免除）

第５条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、奨学金の返還の債務の全部を免

除するものとする。

� 第３条各号に掲げる者が当該各号に規定する医療機関等の医

師としての業務（以下「業務」という。）に従事した期間の年

数（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。）が、奨学金の貸与を受けた期間の年数

（その期間に１年に満たない端数があるときは、これを１年と

する。）に達したとき。

� 省略
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附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行前に改正前の愛媛県医師確保奨学基金条例第３条第１号に掲げる者に貸与した奨学金の返還については、なお従前の例

による。

�愛媛県条例第１３号
医療法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療法施行条例の一部を改正する条例

医療法施行条例（平成２４年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１４号
えひめこどもの城管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

えひめこどもの城管理条例の一部を改正する条例

えひめこどもの城管理条例（平成１７年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（病院の施設の基準）

第６条 法第２１条第１項第１２号の条例で定める施設は、次に掲げる

施設（療養病床を有しない病院にあっては、第１号に掲げるもの

に限る。）とする。

� 消毒施設及び洗濯施設（法第１５条の３第２項の規定により繊

維製品の滅菌若しくは消毒の業務又は 寝具類の洗濯の業務

を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。以下同

じ。）

�～� 省略

２ 省略

（病院の施設の基準）

第６条 法第２１条第１項第１２号の条例で定める施設は、次に掲げる

施設（療養病床を有しない病院にあっては、第１号に掲げるもの

に限る。）とする。

� 消毒施設及び洗濯施設（法第１５条の２ の規定により繊

維製品の減菌又は 消毒の業務若しくは寝具類の洗濯の業務

を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。以下同

じ。）

�～� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第６条、第９条、第１３条、第１４条関係） 別表第２（第６条、第９条、第１３条、第１４条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

省略 省略

サイクルモノレール １人１回につき ３００円

省略 省略

児童用手こぎボート １人１回につき ３００円

省略 省略

乗用バッテリーカー １人１回につき ３００円

省略 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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�愛媛県条例第１５号
愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員）

第２８条 省略

２・３ 省略

４ 心理療法担当職員は、大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）による大学をいう。第６０条第７号を除き、以下同じ。）（短

期大学を除く。）において、心理学を専修する学科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団に対

する心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者でなければならない。

５ 省略

（母子支援員の資格）

第３９条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。

� 基準省令第２８条第１号の都道府県知事の指定する児童福祉施

設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者（学校

教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含

む。）

�～� 省略

（職員）

第５４条 省略

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者

でなければならない。

� 基準省令第３８条第２項第１号の都道府県知事の指定する児童

福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

（学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）

�～� 省略

� 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に規定する幼稚

園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学

校の教諭の免許状 を有する者

� 省略

（児童指導員の資格）

第６０条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。

� 基準省令第４３条第１項第１号の都道府県知事の指定する児童

福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

（学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）

�・� 省略

� 大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、社

会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者

� 大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関

する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育

（職員）

第２８条 省略

２・３ 省略

４ 心理療法担当職員は、大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）による大学をいう。第６０条第７号を除き、以下同じ。）の学

部で 、心理学を専修する学科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団に対

する心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者でなければならない。

５ 省略

（母子支援員の資格）

第３９条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。

� 基準省令第２８条第１号の都道府県知事の指定する児童福祉施

設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

�～� 省略

（職員）

第５４条 省略

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者

でなければならない。

� 基準省令第３８条第２項第１号の都道府県知事の指定する児童

福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

�～� 省略

� 学校教育法による 幼稚

園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学

校の教諭となる資格を有する者

� 省略

（児童指導員の資格）

第６０条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。

� 基準省令第４３条第１項第１号の都道府県知事の指定する児童

福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

�・� 省略

� 大学の学部で 、社

会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者

� 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関

する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外１
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附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１６号
愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

法第１０２条第２項の規定により大学院（同法による大学院をい

う。以下同じ。）への入学を認められた者

�～� 省略

� 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教

育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状 を有する

者であって、知事が適当と認めたもの

� 省略

（職員）

第９２条 省略

２ 省略

３ 心理療法担当職員は、大学（短期大学を除く。）において、心

理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し

た者又は心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したこと

により、学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院への入学

を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術

を有し、かつ、１年以上心理療法の実務に従事した経験を有する

ものでなければならない。

４・５ 省略

（児童自立支援専門員の資格）

第１０２条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する

者でなければならない。

�・� 省略

� 基準省令第８２条第１項第３号の都道府県知事の指定する児童

自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

（学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）

� 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状 を有する者であっ

て、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教

員としてその職務に従事したもの

	 省略

法第１０２条第２項の規定により大学院（同法による大学院をい

う。以下同じ。）への入学を認められた者

�～� 省略

� 学校教育法による 小学校、中学校、義務教

育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する

者であって、知事が適当と認めたもの

� 省略

（職員）

第９２条 省略

２ 省略

３ 心理療法担当職員は、大学の学部で 、心

理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し

た者又は心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したこと

により、学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院への入学

を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術

を有し、かつ、１年以上心理療法の実務に従事した経験を有する

ものでなければならない。

４・５ 省略

（児童自立支援専門員の資格）

第１０２条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する

者でなければならない。

�・� 省略

� 基準省令第８２条第１項第３号の都道府県知事の指定する児童

自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

� 学校教育法による 小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であっ

て、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教

員としてその職務に従事したもの

	 省略

改 正 後 改 正 前

（衛生管理等）

第３３条 省略

２ 省略

３ 介護医療院の管理者は、規則で定める業務を委託する場合は、

医療法施行規則第９条の８、第９条の９、第９条の１２、第９条の

１３、別表第１の２及び別表第１の３、臨床検査技師等に関する法

律施行規則（昭和３３年厚生省令第２４号）第１２条並びに臨床検査技

（衛生管理等）

第３３条 省略

２ 省略

３ 介護医療院の管理者は、規則で定める業務を委託する場合は、

医療法施行規則第９条の８、第９条の９、第９条の１２、第９条の

１３、別表第１の２及び別表第１の３
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１７号
愛媛県県立高等技術専門校条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立高等技術専門校条例の一部を改正する条例

愛媛県県立高等技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

（平成１８年厚生労働省令第７５号）附則第２条の規定によりなおそ

の効力を有することとされた同省令による改正前の臨床検査技

師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第１２条の規定を準用す

る。この場合において、医療法施行規則第９条の８第１項中「法

第１５条の３第１項第２号の病院、診療所又は前条の施設（施設告

示第４号に定める施設を除く。）における厚生労働省令で定める

基準」とあるのは「病院、診療所又は施設告示に定める施設（施

設告示第４号に掲げる施設を除く。）における検体検査の業務

（愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（平成３０年愛媛県条例第１７号。以下「基準条例」

という。）第３３条第３項の規定により委託する検体検査の業務を

いう。次項において同じ。）の適正な実施に必要なものの基準」

と、同条第２項中「法第１５条の３第１項第２号の前条の施設（施

設告示第４号に定める施設に限る。）における厚生労働省令で定

める基準」とあるのは「施設告示第４号に掲げる施設における検

体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、同省令第９

条の９第１項中「法第１５条の３第２項の規定による医療機器又は

医学的処置若しくは手術」とあるのは「基準条例第３３条第３項の

規定により委託する医療機器又は医学的処置」と、同省令第９条

の１２中「法第１５条の３第２項の規定による第９条の８の２に定め

る医療機器」とあるのは「基準条例第３３条第３項の規定により委

託する医薬品医療機器等法第２条第８項に規定する特定保守管理

医療機器」と、同省令第９条の１３中「法第１５条の３第２項の規定

による医療」とあるのは「基準条例第３３条第３項の規定により委

託する医療」と、臨床検査技師等に関する法律施行規則第１２条第

１項中「法第２０条の３第２項の厚生労働省令で定める基準」とあ

るのは「愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（平成３０年愛媛県条例第１７号）第３３条第３

項の規定により委託する検体検査の業務の適正な実施に必要なも

のの基準」と、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行

規則の一部を改正する省令（平成１８年厚生労働省令第７５号）附則

第２条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令に

よる改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規

則第１２条第１項中「法第２０条の３第２項の厚生労働省令で定める

基準」とあるのは「愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準を定める条例（平成３０年愛媛県条例第１７号）

第３３条第３項の規定により委託する検体検査の業務の適正な実施

に必要なものの基準」と読み替えるものとする。

の規定を準用す

る。この場合において、同省令 第９条の８第１項中「法

第１５条の２の規定による人体から排出され

」とあるのは「人体から排出され

」

と、同条第２項中「法第１５条の２の規定による検体検査

」とあるのは「検体検査

」と、同省令第９

条の９第１項中「法第１５条の２ の規定による医療機器又は

医学的処置若しくは手術」とあるのは「

医療機器又は医学的処置」と、同省令第９条

の１２中「法第１５条の２ の規定による第９条の７ に定め

る医療機器」とあるのは「

医薬品医療機器等法第２条第８項に規定する特定保守管理

医療機器」と、同省令第９条の１３中「法第１５条の２ の規定

による医療」とあるのは「

医療」と

読み替えるものとする。
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附 則

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

２ 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県県立産業技術専門校条例

（設置）

第１条 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「法」と

いう。）第１６条第１項の規定に基づき、法第１５条の７第１項第１

号の職業能力開発校として、愛媛県立産業技術専門校（以下「産

業技術専門校」という。）を設置する。

２ 産業技術専門校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

（業務）

第２条 産業技術専門校は、普通職業訓練（法第１５条の７第１項第

１号に規定する普通職業訓練をいう。以下同じ。）その他職業能

力の開発及び向上に関し必要な業務を行う。

（産業技術専門校以外の施設において行うことができる職業訓

練）

第５条 省略

（職業訓練指導員）

第７条 産業技術専門校の職業訓練指導員（法第２７条第１項に規定

する職業訓練指導員をいう。）は、法第２８条第１項の免許（当該

職業訓練を担当することができる免許に限る。）を受けた者又は

省令第４８条の３各号のいずれかに該当する者（同項の免許を受け

た者及び法第３０条第１項の職業訓練指導員試験において学科試験

の指導方法の科目に合格した者以外の者にあつては、省令第３９条

第１号の講習を修了した者に限る。）でなければならない。

（寄宿舎料）

第１０条 産業技術専門校に在校する者で寄宿舎を使用するものから

は、寄宿舎料を徴収する。

２ 省略

（委任）

第１３条 この条例に定めるもののほか、産業技術専門校に関し必要

な事項は、知事が定める。

別表（第１条関係）

愛媛県県立高等技術専門校条例

（設置）

第１条 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「法」と

いう。）第１６条第１項の規定に基づき、法第１５条の７第１項第１

号の職業能力開発校として、愛媛県立高等技術専門校（以下「高

等技術専門校」という。）を設置する。

２ 高等技術専門校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

（業務）

第２条 高等技術専門校は、普通職業訓練（法第１５条の７第１項第

１号に規定する普通職業訓練をいう。以下同じ。）その他職業能

力の開発及び向上に関し必要な業務を行う。

（高等技術専門校以外の施設において行うことができる職業訓

練）

第５条 省略

（職業訓練指導員）

第７条 高等技術専門校の職業訓練指導員（法第２７条第１項に規定

する職業訓練指導員をいう。）は、法第２８条第１項の免許（当該

職業訓練を担当することができる免許に限る。）を受けた者又は

省令第４８条の３各号のいずれかに該当する者（同項の免許を受け

た者及び法第３０条第１項の職業訓練指導員試験において学科試験

の指導方法の科目に合格した者以外の者にあつては、省令第３９条

第１号の講習を修了した者に限る。）でなければならない。

（寄宿舎料）

第１０条 高等技術専門校に在校する者で寄宿舎を使用するものから

は、寄宿舎料を徴収する。

２ 省略

（委任）

第１３条 この条例に定めるもののほか、高等技術専門校に関し必要

な事項は、知事が定める。

別表（第１条関係）

名 称 位 置 名 称 位 置

愛媛県立新居浜産業技術専門校 省略 愛媛県立新居浜高等技術専門校 省略

愛媛県立愛媛中央産業技術専門校 省略 愛媛県立今治高等技術専門校 省略

愛媛県立松山高等技術専門校 松山市

愛媛県立宇和島産業技術専門校 省略 愛媛県立宇和島高等技術専門校 省略

改 正 後 改 正 前

（職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当）

第３１条 職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当は、産業技術専

門校に勤務する職業訓練指導員が職業訓練指導業務に従事したと

きに支給する。

（職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当）

第３１条 職業訓練指導業務従事職員の特殊勤務手当は、高等技術専

門校に勤務する職業訓練指導員が職業訓練指導業務に従事したと

きに支給する。
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�愛媛県条例第１８号
愛媛県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県営土地改良事業分担金等徴収条例（昭和２６年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１９号
愛媛県森林そ生緊急対策基金条例を廃止する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県森林そ生緊急対策基金条例を廃止する条例

愛媛県森林そ生緊急対策基金条例（平成２１年愛媛県条例第４３号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２０号
愛媛県森林環境譲与税基金条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県森林環境譲与税基金条例

（設置）

第１条 市町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の支援等を図るために要する経費の財源に充てるため、森林環境譲与税を原

資として、森林環境譲与税基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

改 正 後 改 正 前

（特別徴収金）

第４条 県は、知事が指定する県営土地改良事業（法第９１条第５項

に規定する都道府県営市町村特別申請事業及び法第８７条の３第１

項、第８７条の４第１項又は第８７条の５第１項の規定により行う県

営土地改良事業を除く。）の施行に係る地域内の土地につき法第

３条に規定する資格を有する者が、当該県営土地改良事業の工事

の完了につき法第１１３条の３第３項の規定による公告があつた日

（その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示さ

れた日）の属する年度の翌年度（その年度が到来する前の年度を

知事が指定したときは、その指定した年度）の初日以後８年を経

過する日までの間に、当該土地を目的外用途（法第９１条の２第１

項に規定する目的外用途をいう。以下この項において同じ。）に

供するため所有権の移転等（法第３６条の３第１項に規定する所有

権の移転等をいう。以下同じ。）をした場合又は当該土地を自ら

目的外用途に供した場合（当該土地を目的外用途に供するため所

有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。）に

は、その者から、特別徴収金を徴収する。

２～５ 省略

（特別徴収金）

第４条 県は、知事が指定する県営土地改良事業（法第９１条第５項

に規定する都道府県営市町村特別申請事業及び法第８７条の３第１

項、第８７条の４第１項又は第８７条の５第１項の規定により行う県

営土地改良事業を除く。）の施行に係る地域内の土地につき法第

３条に規定する資格を有する者が、当該県営土地改良事業の工事

の完了につき法第１１３条の３第３項の規定による公告があつた日

（その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示さ

れた日）の属する年度の翌年度（その年度が到来する前の年度を

知事が指定したときは、その指定した年度）の初日以後８年を経

過する日までの間に、当該土地を目的外用途（法第９１条の２第１

項に規定する目的外用途をいう。以下この項において同じ。）に

供するため所有権の移転等（法第３６条の２第１項に規定する所有

権の移転等をいう。以下同じ。）をした場合又は当該土地を自ら

目的外用途に供した場合（当該土地を目的外用途に供するため所

有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。）に

は、その者から、特別徴収金を徴収する。

２～５ 省略
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（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県港湾管理条例及び愛媛県の海を管理する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県港湾管理条例及び愛媛県の海を管理する条例の一部を改正する条例

（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第１条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県の海を管理する条例の一部改正）

第２条 愛媛県の海を管理する条例（平成７年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日（同日において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成３０年法律第

８９号）が施行されていない場合にあっては、同法施行の日）から施行する。

�愛媛県条例第２２号
愛媛県文化財保護条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県文化財保護条例の一部を改正する条例

愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（港湾区域内の工事等の許可の申請）

第２条の２ 港湾法第３７条第１項の許可を受けようと

する者は、規則で定めるところにより、申請書に知事が

必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

（港湾区域内の工事等の許可の申請）

第２条の２ 港湾法第３７条第１項各号のいずれかに該当する行為を

しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に知事が

必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において「普通海域」とは、漁港漁場整備法（昭

和２５年法律第１３７号）第２条に規定する漁港の区域内の水域、港

湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第３項に規定する港湾区域

内の水域、同条第８項に規定する開発保全航路の区域内の水域、

同法 第５６条第１項の規定により公告されている水域及び海洋再

生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す

る法律（平成３０年法律第８９号）第２条第５項に規定する海洋再生

可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域を除く県内の海域

をいう。

（定義）

第２条 この条例において「普通海域」とは、漁港漁場整備法（昭

和２５年法律第１３７号）第２条に規定する漁港の区域内の水域、港

湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第３項に規定する港湾区域

内の水域、同条第８項に規定する開発保全航路の区域内の水域及

び同法第５６条第１項の規定により公告されている水域

を除く県内の海域

をいう。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委員）

第７条 委員は、文化財に関して優れた 識見を有する者の

うちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

２・３ 省略

（所有者の管理義務及び管理責任者）

第１２条 省略

２ 県指定有形文化財の所有者は、当該県指定有形文化財の適切な

管理のため必要があるときは、法第１９２条の２第１項に規定する

文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当

該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者（以下「管理責任

者」という。）に選任することができる。

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速

やかに その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責

任者を変更し、又は解任した場合も、同様とする。

４ 省略

（有償譲渡の場合の納付金）

第１９条 県が修理又は管理に関し必要な措置（以下この条において

「修理等」という。）につき第１６条第１項の規定により補助金を

交付した県指定有形文化財のその当時における所有者又はその相

続人、受遺者若しくは受贈者

は、補助金に係る修理等が行われた後当該県指定有形

文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の合計額

から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のた

め自己の費やした金額を控除して得た金額を県に納付しなければ

ならない。

２・３ 省略

（現状変更等の制限）

第２０条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受

けなければならない。ただし、現状変更 については教育委員会

規則の定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急

措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微

である場合は、この限りでない。

２ 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の

条件として同項の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為に関し

必要な指示をすることができる。

３ 第１項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかつた

ときは、教育委員会は、許可に係る現状変更 若しくは保存に影

響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができ

る。

４ 省略

（公開）

第２２条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定による出品のために要する費用は、県の負担と

し、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内

でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

４～７ 省略

（県指定有形民俗文化財の現状変更等）

第３４条 省略

（委員）

第７条 委員は、文化に関し、広く、かつ、高い識見を有する者の

うちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

２・３ 省略

（所有者の管理義務及び管理責任者）

第１２条 省略

２ 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情

があるときは、もつぱら自己に代り

当

該県指定有形文化財の管理の責 に任ずべき者（以下「管理責任

者」という。）を選任することができる。

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、す

みやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責

任者を 解任した場合も、同様とする。

４ 省略

（有償譲渡の場合の納付金）

第１９条 県が修理又は管理に関し必要な措置（以下この条において

「修理等」という。）につき第１６条第１項の規定により補助金を

交付した県指定有形文化財のその当時における所有者又はその相

続人、受遺者若しくは受贈者（以下この条において「所有者等」

という。）は、補助金に係る修理等が行われた後当該県指定有形

文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の合計額

から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のた

め自己の費した 金額を控除して得た金額を県に納付しなければ

ならない。

２・３ 省略

（現状変更等の制限）

第２０条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受

けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会

規則の定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急

措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微

である場合は、この限りでない。

２ 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の

条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し

必要な指示をすることができる。

３ 第１項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかつた

ときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影

響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができ

る。

４ 省略

（公開）

第２２条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定による出品のために要する費用は、県の負担と

し、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内

でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

４～７ 省略

（県指定有形民俗文化財の現状変更等）

第３４条 省略
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附 則

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２３号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

２ 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教

育委員会は、前項の届出に係る現状変更 又は保存に影響を及ぼ

す行為に関し必要な指示をすることができる。

（現状変更等の制限）

第４２条 省略

２～４ 省略

５ 県指定史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるとき

は、教育委員会は、前項の届出があつた日から起算して７日以内

に限り、当該届出に係る現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為

に関し必要な指示をすることができる。

（刑罰）

第４５条 県指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、

３０万円以下の罰金又は科料に処する。

第４６条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡す

るに至らしめた者は、３０万円以下の罰金又は科料に処する。

第４７条 第２０条第１項から第３項まで（同条第２項及び第３項の規

定を第４２条第２項において準用する場合を含む。）又は第４２条第

１項 の規定に違反して、教育委員会の許可を受け

ず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若

しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその

保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状変更 若し

くは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、

１５万円以下の罰金又は科料に処する。

２ 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教

育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼ

す行為に関し必要な指示をすることができる。

（現状変更等の制限）

第４２条 省略

２～４ 省略

５ 県指定史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるとき

は、教育委員会は、前項の届出があつた日から起算して７日以内

に限り、当該届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為

に関し必要な指示をすることができる。

（刑罰）

第４５条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、

５万円以下の罰金又は科料に処する。

第４６条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡す

るに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。

第４７条 第２０条第１項から第３項まで

又は第４２条第

１項若しくは第２項の規定に違反して、教育委員会の許可を受け

ず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若

しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその

保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若し

くは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、

３万円以下の罰金又は科料に処する。

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８３８人

� 市町立学校の職員 ８，１０９人

計 １１，９４７人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８３７人

� 市町立学校の職員 ８，１８７人

計 １２，０２４人
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 病院事業

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 病院事業

名 称 位置 診 療 科 目 病床数 名 称 位置 診 療 科 目 病床数

愛媛県立

中央病院

松山市 内科、小児科、外科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科 、歯科、放射線科、整形

外科、形成外科、精神科、脳神経

内科、麻酔科、脳神経外科、呼吸

器外科、心臓血管外科、小児外

科、リハビリテーション科、その

他管理者が定める診療科

省略 愛媛県立

中央病院

松山市 内科、小児科、外科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻い

んこう科、歯科、放射線科、整形

外科、形成外科、精神科、神経内

科 、麻酔科、脳神経外科、呼吸

器外科、心臓血管外科、小児外

科、リハビリテーション科、その

他管理者が定める診療科

省略

愛媛県立

今治病院

今治市 内科、心療内科、小児科、外科、

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼

科、耳鼻咽喉科 、放射線科、

整形外科、精神科、麻酔科、脳神

経外科、心臓血管外科、その他管

理者が定める診療科

省略 愛媛県立

今治病院

今治市 内科、心療内科、小児科、外科、

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼

科、耳鼻いんこう科、放射線科、

整形外科、精神科、麻酔科、脳神

経外科、心臓血管外科、その他管

理者が定める診療科

省略

愛媛県立

南宇和病

院

南宇和

郡愛南

町

内科、小児科、外科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科 、放射線科、整形外科、

麻酔科、脳神経外科、その他管理

者が定める診療科

省略 愛媛県立

南宇和病

院

南宇和

郡愛南

町

内科、小児科、外科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻い

んこう科、放射線科、整形外科、

麻酔科、脳神経外科、その他管理

者が定める診療科

省略

愛媛県立

新居浜病

院

新居浜

市

内科、外科、小児科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

喉科 、放射線科、整形外科、

麻酔科、脳神経外科、呼吸器外

科、心臓血管外科、その他管理者

が定める診療科

省略 愛媛県立

新居浜病

院

新居浜

市

内科、外科、小児科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻い

んこう科、放射線科、整形外科、

麻酔科、脳神経外科、呼吸器外

科、心臓血管外科、その他管理者

が定める診療科

省略

平成３１年３月２２日 発行
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